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久居総合支所地域振興課会計年度任用職員による 

酒気帯び運転に係る懲戒処分等について 
 

 このことについて、久居総合支所地域振興課会計年度任用職員による酒気帯び運転

に係る事案に関し、地方公務員法の規定等に基づき、令和４年１２月２６日付けで下

記のとおり懲戒処分等を行いました。 

 

記 
１ 事案の概要等 
  久居総合支所地域振興課 会計年度任用職員（６７歳）は、令和４年１２月１２

日（月）午前１１時５１分ごろ市内のコンビニエンスストアの駐車場から私用車を

運転し始めたところ、津南警察署久居駅交番前の警察官に停止を命じられ、同交番

に連行された後、呼気の検査を受けたところ、アルコール濃度が０．１５ｍｇ／ℓ以

上であったことから、酒気帯び運転に係る違反行為の告知を受けたものであります。 

  当該職員は、勤務時間内に職場を離れ、同日午前１０時２０分ごろに私用車で同

店を訪れ、缶チューハイ１本を購入し、車中で飲酒した後、そのまま私用車を運転

して勤務に戻り、同日午前１１時４０分ごろ再び職場を離れ、私用車で同店を訪れ、

缶チューハイ１本を購入し、車中で飲酒した後、そのまま私用車を運転し始めた際

に上記の告知を受けたものです。 
また、当該職員は、同月９日（金）に勤務を早退後、帰宅途中に同店に立ち寄り、

缶チューハイ１本を購入し、車中で飲酒した後、私用車を運転して帰宅したことに

ついても認めています。 
 
２ 処分の内容等 

被処分者 処分内容 

久居総合支所地域振興課 会計年度任用職員 

（６７歳） 

停職３月５日（６月相当） 

（地方公務員法第２９条

第１項第各号の規定によ

る） 

※ 処分は６月相当ですが、任用期間が令和５年３月３１日までであるため、任用期

間満了までの停職期間としたものです。 

 

 

 



 （管理監督責任） 

被処分者 処分内容 

久居総合支所榊原自然の森温泉保養館再整備担当

参事(兼)産業振興担当参事･環境担当参事･地域振興

課産業振興担当副参事･環境担当副参事（５９歳） 

戒告 

（地方公務員法第２９条

第１項第１号及び第２号

の規定による） 久居総合支所地域振興課環境担当主幹（４９歳） 

久居総合支所長（６０歳） 
市長から文書による厳重訓告 

久居総合支所副総合支所長（５９歳） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


